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高齢者用肺炎球菌ワクチンの定期予防接種について 

～令和８年４月１日からワクチンの種類等が変更になります～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜　対象者　（対象者については変更ありません）　＞ 
 

・接種当日に知立市に住民登録があり、過去に一度も肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方で 

（１）（２）のいずれかに該当する方 
 

（１） 接種時に６５歳の人（６６歳の誕生日の前日まで接種可能） 

（２） 接種時に６０歳以上６５歳未満の人で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能障がいまたはヒト免疫不全ウイルス 

により免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な程度の障がいがある人 

 

 

問合せ先　知立市保健センター　０５６６－８２－８２１１　 

　　　　　　　　　　電話：月～金（祝日除く）　８時３０分～１７時１５分

 
令和８年３月３１日まで 令和８年４月１日以降

 

ワクチンの種類
２３価肺炎球菌莢膜ポリサッカライ
ドワクチン（PPSV23)

沈 降 ２ ０ 価 肺 炎 球 菌 結 合 型 ワ ク チ ン
（PCV20）

 

自己負担額 2,500 円 3,500 円
 

接種方法 皮下または筋肉内に１回注射 筋肉内に１回注射

最新情報等についてはこちら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

知立市公式ホームページ　→


